
司法書士無料相談

11月23日（目・祝）勤労感謝の日

「全国一斉労働トラブル1

　　　　　　　　を実施します

10番」

～助法書土猟贋会末払川ブサーどス鍔業ソなど

違渚な労働隻、態＝の芦を磨ぎ、渚鰍解1涛た導きます～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都　司法書士会

　11月23日旧・祝〕勤労感謝の日、京都司法書士会（会長中川　馨〕では、下記のとお

り、r全国一斉労働トラブル110番」を実施します。

長時間労働を強いられながら残業代がつかなかったり、賃金の未払レ）、解雇など、労働

トラブルを抱えた労働者の相談に応じ、働く人々の権利の保護・救済に寄与したいと思い

幸す。
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日　時

会　場

相談方法

相談料

電　話

相談例

平成20年11月23日（日・祝）電話10時～16時

　　　　　　　　　　　　　　　面談10時～16時

京都　司法書士会館

電話相談・面談相談（いずれも予約不要）

無料

075－24i－9831（当日相談時間帯のみ）

職場の休日行事に参加しても代休もないし残業代も出ない。賃金

が3ヶ月支払われていない等。

人事労務管理の個別化や雇用形態の多様化に伴い、個々の労働者と使用者間のトラブル



は毎年大幅に増加しており、平成19年度における全国の総合労働相談センターに寄せら

れた総合労働相談件数は、約100万件にのぼりました。また、平成20年に入り、不動

産、建設業で大型倒産が相次いで発生し、関連する幅広い業種で、中小企業の倒産が一段

と増加しつつある昨今であり、相談件数はさらに増加しております。

　労働トラブルには、一方が賃金によって生活を立てる労働者であり、他方は労働者に賃

金を支払い、指揮監督する使用者であることから、後者が前者に対して優越的な地位を有

する潜在的な対立構造が存在します。

　したがって、両者の間には、情報の格差や交渉力の格差などが生じ、労働者は交渉段階

から不利な状況におかれることが多く、経済的にも精神的にも不安定な状況におかれるこ

とが多くなると考えられます。

▽▼▽

　司法書士は簡易裁判所における民事訴訟の代理権をもち、従来から、賃金・退職金の未

払いや、アルバイト代金の支払請求など、労働関係の法律相談を受けたり、これらの紛争

の解決にあたってきました。

　これらをふまえ、「勤労感謝の日」のキャンペーンとして、賃金未払いなどの労働トラブ

ルはもとより、解雇など無料で相談1こ応ずるr全国一斉労働トラブル110番」を開催す

るものです。

　司法書士はr市民にもっとも身近な法律家」として、労働トラブルの相談を通じて市民

の権利擁護に寄与します。

この件に関するお間い合わせ先

京都司法書士会　相談事業部長　山口　基樹

　　電話　0774－72－1366

　　　　京都市申京区柳馬場通夷川上ル五丁目232一ユ

　　　　　　　　京都司法書士会　事務局　河島

電話　075－241－2666　F舳　075－222－0466


